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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公表番号】特表2015-511621(P2015-511621A)
【公表日】平成27年4月20日(2015.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2015-026
【出願番号】特願2015-502373(P2015-502373)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 239/48     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/506    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  239/48     ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｋ   31/506    　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　
   Ａ６１Ｐ   19/08     　　　　
   Ａ６１Ｐ    3/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   19/10     　　　　
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ   37/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月25日(2016.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ連鎖性低リン血症性くる病（ＸＬＨ）、常染色体優性低リン血症性くる病（ＡＤＨＲ
）、常染色体劣性低リン血症性くる病（ＡＲＨＲ）、腫瘍随伴性骨軟化症、腎移植後の低
リン血症、表皮母斑症候群、骨空洞性骨異形成症またはＭｃＣｕｎｅ－Ａｌｂｒｉｇｈｔ
症候群の処置に使用するための、３－（２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニ
ル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピ
リミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的に許容されるその塩、Ｎ－酸化物
もしくは溶媒和物。
【請求項２】
　Ｘ連鎖性低リン血症性くる病（ＸＬＨ）、常染色体優性低リン血症性くる病（ＡＤＨＲ
）または常染色体劣性低リン血症性くる病（ＡＲＨＲ）の処置に使用するための、請求項
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１に記載の３－（２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４
－（４－エチル－ピペラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－
１－メチル－尿素、または薬学的に許容されるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物。
【請求項３】
　腫瘍随伴性骨軟化症の処置に使用するための、請求項１に記載の３－（２，６－ジクロ
ロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１
－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的
に許容されるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物。
【請求項４】
　腎移植後の低リン血症、表皮母斑症候群、骨空洞性骨異形成症またはＭｃＣｕｎｅ－Ａ
ｌｂｒｉｇｈｔ症候群の処置に使用するための、請求項１に記載の３－（２，６－ジクロ
ロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１
－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的
に許容されるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物。
【請求項５】
　対照または処置を始める前の皮質骨の体積もしくは厚さと比較して、皮質骨の体積また
は厚さを増加させるために使用するための、３－（２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキ
シ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１－イル）－フェニルア
ミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的に許容されるその塩も
しくは溶媒和物。
【請求項６】
　骨におけるＦＧＦ２３の発現阻害、または骨におけるＦＧＦ２３の活性阻害に使用する
ための、３－（２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－
（４－エチル－ピペラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１
－メチル－尿素、または薬学的に許容されるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物。
【請求項７】
　一リン酸塩の形態の、請求項１から６のいずれか一項に記載の使用のための３－（２，
６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペ
ラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素。
【請求項８】
　遊離塩基の形態の、請求項１から６のいずれか一項に記載の使用のための３－（２，６
－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラ
ジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素。
【請求項９】
　処置が少なくとも８週間続く、請求項１から８のいずれか一項に記載の使用のための３
－（２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチ
ル－ピペラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－
尿素。
【請求項１０】
　投与量が、約０.５～１００ｍｇ、または約１～５０ｍｇ、または約１～２５ｍｇ、ま
たは約１～１０ｍｇである、請求項１から９のいずれか一項に記載の使用のための３－（
２，６－ジクロロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－
ピペラジン－１－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素
。
【請求項１１】
　投与量が１～５０ｍｇである、請求項１０に記載の使用のための３－（２，６－ジクロ
ロ－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１
－イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素。
【請求項１２】
　対象がヒトである、請求項１０又は１１に記載の使用のための３－（２，６－ジクロロ
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－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１－
イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素。
【請求項１３】
　別のＦＧＦＲ阻害剤、リン酸塩、カルシウム、オステオポンチン（ＯＰＮ）、副甲状腺
ホルモンもしくはその類似体（ＰＴＨ）、および／またはビタミンＤもしくはビタミンＤ
類似体と組み合わせて、好ましくはリン酸塩、カルシウムおよび／またはビタミンＤもし
くはビタミンＤ類似体と組み合わせた、特にビタミンＤまたはビタミンＤ類似体と組み合
わせた、請求項１から１２のいずれか一項に記載の使用のための３－（２，６－ジクロロ
－３，５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１－
イル）－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的に
許容されるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物。
【請求項１４】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載の使用のための３－（２，６－ジクロロ－３，
５－ジメトキシ－フェニル）－１－｛６－［４－（４－エチル－ピペラジン－１－イル）
－フェニルアミノ］－ピリミド－４－イル｝－１－メチル－尿素、または薬学的に許容さ
れるその塩、Ｎ－酸化物もしくは溶媒和物を含む医薬組成物。
【請求項１５】
　経口投与、非経口投与または局所投与用の、請求項１４に記載の医薬組成物。
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